
フロンターレでんき 電気料金メニュー約款 新旧対照表 
 
 2024 年 4 月 1 日付で以下のとおり、電気料金メニュー約款の改定いたしますので、ご案内申し上げます。 
 

1. 主な変更点 
・一部内容改定、適用単価の変更 

2. 電気料金メニュー約款（フロンターレでんき）新旧対照表 
該当条項 変更前 変更後 
第 1 条 この電気料金メニュー約款（以下「料金メニュ

ー約款」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「本約款」といいます。）にもとづき、当

社が、九電みらいエナジー株式会社が提供する

電力の供給サービスを、電灯または小型機器も

しくは動力をご使用のお客さまで東京電力パワ

ーグリッド株式会社の供給区域へ取り次ぐとき

の料金その他の条件を定めたものです。なお、

料金メニュー約款に定める基本料金、最低料金、

最低月額料金、電力量料金、燃料費調整額およ

び再生可能エネルギー発電促進賦課金、請求書

発送費用は、消費税および地方消費税相当額を

含みます。 
 

この電気料金メニュー約款（以下「料金メニュ

ー約款」といいます。）は、当社の電気需給約款

（以下「本約款」といいます。）にもとづき、当

社が、九電みらいエナジー株式会社が提供する

電力の供給サービスを、電灯または小型機器も

しくは動力をご使用のお客さまで東京電力パワ

ーグリッド株式会社の供給区域へ取り次ぐとき

の料金その他の条件を定めたものです。なお、

料金メニュー約款に定める基本料金、最低料金、

最低月額料金、電力量料金、燃料費調整額およ

び再生可能エネルギー発電促進賦課金、請求書

発送費用は、消費税および地方消費税相当額を

含みます。料金メニュー約款に定めのない事項

に関しては、本約款の定めを準用いたします。 
 

第 4 条 
第 1 項 

  

1.フロンターレでんき B 
(4) 電気料金 

(a) 基本料金 
契約電流 20 アンペア 561 円 88 銭 
契約電流 30 アンペア 842 円 82 銭 
契約電流 40 アンペア 1,123 円 76 銭 
契約電流 50 アンペア 1,404 円 70 銭 
契約電流 60 アンペア 1,685 円 64 銭 

 
(b)電力量料金 
120キロワット時までの 1キ
ロワット時につき 

29 円 01 銭 

120 キロワット時をこえ 
300キロワット時までの 1キ
ロワット時につき 

35 円 28 銭 

上記超過  1 キロワット時

につき 
39 円 16 銭 

 
(c)最低月額料金 
1 契約につき 321 円 42 銭 

 
 

1.  フロンターレでんき B 
(4)電気料金 
(a) 基本料金 
契約電流 20 アンペア 594 円 90 銭 
契約電流 30 アンペア 892 円 35 銭 
契約電流 40 アンペア 1,189 円 80 銭 
契約電流 50 アンペア 1,487 円 25 銭 
契約電流 60 アンペア 1,784 円 70 銭 
 
(b)電力量料金 
120キロワット時までの 1キ
ロワット時につき 

28 円 81 銭 

120 キロワット時をこえ 
300キロワット時までの 1キ
ロワット時につき 

35 円 08 銭 

上記超過  1 キロワット時

につき 
38 円 96 銭 

 
(c)最低月額料金 
1 契約につき 328 円 08 銭 

 
 

第 4 条 
第 2 項 

 
 

3.フロンターレでんき C 
(2) 供給電気方式、供給電圧および周波数 
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2

線式標準電圧100ボルトもしくは200ボルトま

たは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび

200ボルトといたします。ただし、技術上や

むをえない場合には、交流3相3線式標準電圧

200ボルトとすることがあります。また、周

波数は、標準周波数50ヘルツといたします。 

 
(4) 電気料金 

2.  フロンターレでんき C 
(2)供給電気方式、供給電圧および周数 

供給電気方式および供給電圧は、交流単相 2
線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルト

または交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトお

よび 200 ボルトといたします。ただし、技術上

やむをえない場合には、交流 3 相 3 線式標準電

圧 200 ボルトとすることがあります。また、周

波数は、標準周波数 50 ヘルツ（ただし、群馬

県の一部は 60 ヘルツ）といたします。 
(4)電気料金 



(a) 基本料金 
契約容量 1 キロボルトアン

ペアにつき 
280 円 94 銭 

 
(b) 電力量料金 
120 キロワット時までの 1
キロワット時につき 

29 円 01 銭 

120 キロワット時をこえ

300 キロワット時までの 
1 キロワット時につき 

35 円 28 銭 

上記超過 1 キロワット時に

つき 
39 円 16 銭 

 

(a) 基本料金 
契約容量 1 キロボルトアン

ペアにつき 
295 円 45 銭 

 
(b) 電力量料金 
120 キロワット時までの 1
キロワット時につき 

28 円 81 銭 

120 キロワット時をこえ

300 キロワット時までの 
1 キロワット時につき 

35 円 08 銭 

上記超過 1 キロワット時に

つき 
38 円 96 銭 

 
 

 
第 4 条 
第 3 項 

 
 

5. フロンターレでんき低圧電力 
(4) 電気料金 

(a)基本料金 
契約電力 1 キロワットに

つき 
1,081 円 54 銭 

 
(b) 電力量料金 

夏季 
料金 

契約電力×70 キロワ

ット時までの1キロワ

ット時あたり 
26 円 62 銭 

上記超過1キロワット

時につき 
41 円 24 銭 

その

他季 
料金 

契約電力×70 キロワ

ット時までの1キロワ

ット時あたり 
25 円 12 銭 

上記超過1キロワット

時につき 
38 円 88 銭 

 
 

5. フロンターレでんき低圧電力 
(4) 電気料金 
(a) 基本料金 
契約電力 1 キロワットに

つき 
1,098 円 92 銭 

 
(b) 電力量料金 

夏季 
料金 

契約電力×70 キロワ

ット時までの1キロワ

ット時あたり 
26 円 27 銭 

上記超過1キロワット

時につき 
40 円 71 銭 

その

他季 
料金 

契約電力×70 キロワ

ット時までの1キロワ

ット時あたり 
24 円 77 銭 

上記超過1キロワット

時につき 
38 円 36 銭 

 

 


